
 

平成３１年度 兵庫県立学校実習助手採用候補者選考試験募集案内 

１ 採用職種、採用予定人数、職務内容、受験資格、申込受付先等 

職種・区分 採用予定人数 主な職務内容 年 齢 受 験 資 格 申込受付先及び照会先 

実習助手 
(職業学科) 

(1)工業 
(機械) 
(電気･電子) 

(2)農業 

 

 

 

若干名 

農業科、工業科
を設置する県立
学校における実
験又は実習につ
いての教諭の補
助 

昭和 48 年
4月 2日以
降に生ま
れた者 

短大卒以上（高等専門学校を含む） 
※ 次のいずれかに該当する場合も出願可能 

(1) 高等学校卒業後修業年限が２年以上の
専修・各種学校等を卒業・修了した者 

(2) 高等学校の当該職業学科を卒業した者 

(3) 高等学校卒業後、県立高等学校の当該
職業学科の実習員(臨時的任用を除く)
を２年以上経験した者 

（学歴等は平成 31 年 3月卒業見込みを含む） 

兵庫県教育委員会 
事務局教職員課 
人事・業務改善班 
(県立学校担当) 

〒650-8567 
(この郵便番号を 
使うと住所の記載 
不要です) 
神戸市中央区下山手
通 5丁目 10 番 1号 
℡(078)341-7711 
内線 5655･5656 

(注) 地方公務員法第 16 条及び学校教育法第 9条に規定する欠格条項に該当する者は受験できません。 
 
 
２ 出願手続、選考方法、採用予定日 
 

(1) 受験手続 
 平成 30 年 11 月５日(月)～11 月 16 日(金)の間（受付時間 9 時 30 分～16 時。但し土、日は除く。郵送の場合は、
平成 30 年 11 月 14 日(水)の消印のものまで有効［表に「受験願書在中」と朱書きすること］）に所定の受験願書及
び長形 3 号の定形封筒（表に郵便番号、住所、氏名を書き、82 円切手貼付のもの）１部を上記申込受付先まで送
付してください。また、身体障害者特別選考の受験者は、身体障害者手帳の写しの提出が必要です。受付終了後、
提出された封筒に受験票及び会場案内図を封入して返送します。 

   なお、平成 30 年 11 月 26 日(月)の時点で受験票が到着しない場合は、上記の照会先まで問い合わせください。 

  (2) 選考方法 
(１次試験) 

 
 
 
 

(２次試験)：実技（工業のみ）、個人面接 

 (3) 身体障害者特別選考 

上記１に示す採用予定者人数の中で採用する予定であり、一般の受験者と異なる基準で合否を判定します。 

受験資格 

上記１記載の受験資格を満たす者で、身体障害者手帳（1 級～6 級）の交付を受けている者 

 (4) 採用予定日 
  平成 31 年４月１日 

 
 
３ 試 験 日  １次筆記試験 平成 30 年 12 月８日（土）13 時～15 時（受付 12 時 30 分～12 時 50 分） 

兵庫県立農業高等学校（兵庫県加古川市平岡町新在家 902-4） 
２次面接・実技試験 平成 31 年１月５日（土）※ 時刻は１次結果発表時に通知 

兵庫県立姫路工業高等学校（兵庫県姫路市伊伝居 600-1） 

                ※第１次、第２次選考試験とも自家用車での来場はお断りします。 
 
４ 合格発表   １次発表   平成 30 年 12 月 18 日（火）15 時 

２次発表   平成 31 年 １月 24 日（木）15 時 

選考試験結果通知書を発送するとともに、教職員課のホームページ上でも情報提供します。 
（教職員課ＨＰアドレス→http://www.hyogo-c.ed.jp/~kyoshokuin-bo/index.html） 

 
 
 
 
 

試験区分 時間 内  容 

一般教養 50 分 一般教養に関するもの（教職教養に関する問題を含まない） 

教科専門 50 分 専門に関するもの（工業または農業全般に関する問題） 



５ そ の 他 

 (1) 初任給（神戸市内勤務の場合） 

区  分 
初 任 給 

地域手当 
義 務 教 育 等 
教員特別手当 

合 計 
給料月額 教職調整額 

高 校 卒 162,500 6,500 15,886 2,000 186,886 

短 大 卒 177,900 7,116 17,391 2,200 204,607 

大 学 卒 196,900 7,876 19,248 2,400 226,424 

 （注）１ 初任給 平成 31 年 4 月 1 日付け採用における額です。採用される地域や、採用される前の経歴によって
異なります。 

    ２ 昇 給 通常の場合、年１回昇給します。 
    ３ 諸手当 扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当などそれぞれの規定によって支給されます。 

 

 (2) 試験結果の開示 
   試験結果が不合格の者に対して、総合得点および順位を試験結果通知に印字して通知します。 


